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１【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年６月24日に提出いたしました第41期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）内部統制報告書の記

載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書

を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
３　評価結果に関する事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

３【評価結果に関する事項】

　　（訂正前）

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし

た。

 

　　（訂正後）

　下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な

不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効

でないと判断いたしました。

 

記

 

　平成29年３月期第１四半期における部門別損益分析手続きのなかで、当社のリフォーム事業部門の一部において、

過去２事業年度にわたり、事業年度末に計上すべき工事原価を翌事業年度の工事原価として処理する等の不適切な会

計処理が疑われる取引が発見されたことから、平成28年７月５日に社内調査委員会を設置しました。同委員会では、

外部の専門家の協力も得て、当該不適切な会計処理の全容解明、当社が公表してきた連結財務諸表等に与える影響な

どの調査を実施するとともに再発防止策の検討に取り組んでまいりました。

　調査の結果、当社リフォーム事業部門の一部の従業員が利益計画を達成したと見せかける目的で、売上原価の翌事

業年度への先送り、未完成工事の売上前倒し等の不適切な会計処理を行った事実が判明し、過去２事業年度における

当該不適切会計処理の決算への影響額が明らかとなりました。

　本件に対する当社の対応として、平成27年３月期以降の決算を訂正し、平成27年３月期及び平成28年３月期の有価

証券報告書並びに平成28年３月期第１四半期から第３四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしま

した。

　本件は、主導者である部門長とその部下である部署長との不適切な合意のため相互牽制が作用せず、一部の内部統

制が無効化されたことによるものであり、このような不適切な会計処理の早期発見と適切な対応を逸した主な原因

は、不正防止の観点に立った本社管理部門によるモニタリング等の内部統制の構築が不十分であったことにあると認

識しております。当社は、当該内部統制の不備が、結果として財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべ

き重要な不備に該当すると判断いたしました。

　なお、開示すべき重要な不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。

　当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止

策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。

１．コンプライアンス態勢の強化

２．ライン部門の事務系部署長と本社管理部門の連携強化

３．内部監査態勢の強化

４．本社管理部門によるモニタリング機能の強化

５．リフォーム工事における収益計上要件の厳格化
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